環境・みどり活動促進部会報告資料５


令和８年度 第１回環境・みどり活動促進部会で審議した内容について、「大阪府環境審議会環境・みどり活動促進部会運営要領」（以下「運営要領」という。）第４（５）の規定に基づき報告する。
なお、本事項については、大阪府環境審議会条例第６条第７項及び運営要領第４（４）の規定に基づき、本部会の決議を大阪府環境審議会の決議とした。

１ 開催状況
令和８年５月21日（木）午後３時より
議題　大阪府環境保全活動補助金に係る審査について

２ 大阪府環境保全活動補助事業の審査結果について
大阪府環境保全活動補助金は、民間団体の豊かな環境の保全や創造に資する自主的な活動を支援するため、民間の団体が実施する環境保全などの事業に必要な経費の一部の補助を行うもの。（財源：環境保全基金）
· 募集期間：令和８年４月６日から令和８年４月30日まで
· 申請があった事業について、環境の保全・創造の寄与、波及効果等項目について審査を行った結果、下表の１件について補助することが適当だと認めた。
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	１
	特定非営利活動法人
大阪環境カウンセラー協会
（300,000円）
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